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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第２四半期
累計期間

第36期
第２四半期
累計期間

第35期

会計期間

自平成24年
４月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
４月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日

売上高（千円） 6,525,338 7,361,927 13,271,841

経常利益（千円） 1,455,222 1,683,249 2,845,626

四半期（当期）純利益（千円） 852,290 915,110 1,591,302

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 497,914 950,754 950,754

発行済株式総数（千株） 17,592 18,392 18,392

純資産額（千円） 9,165,156 11,471,380 10,686,174

総資産額（千円） 28,941,436 31,429,039 28,874,719

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
48.45 49.76 90.29

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 7.0 8.0 14.0

自己資本比率（％） 31.7 36.5 37.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,457,002 1,404,850 3,300,183

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,216,316 △1,099,614 △2,245,635

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
764,256 1,198,522 △741,789

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
2,647,694 3,459,267 1,955,509

　

回次
第35期

第２四半期
会計期間

第36期
第２四半期
会計期間

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
24.60 25.67

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては、記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社を有していないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（１）業績の状況

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、円安等輸出環境の改善により輸出企業の生産活動は緩やかに改善

してきており、また、平成25年９月には平成32年（2020年）に開催が予定されている夏季オリンピックの開催予定

地が東京に決定したことにより、日本経済全体における回復基調が持続している状況であります。

　こうした経済環境のもとで、当社主力事業であるスポーツクラブ事業において２店舗、ホテル事業において２店

舗を新規開業いたしました。また来期以降の出店予定として「ホリデイスポーツクラブ」３店舗、「ＡＢホテル」

２店舗の開業を決定いたしました。

　スポーツクラブ事業における既存47店舗の当第２四半期末の会員数は、前年同四半期末の会員数と比較して

1.1％程増加しており、ホテル事業における既存５店舗における宿泊稼働率も前年同四半期に比べ上昇しておりま

す。

　一方、ＡＢホテル２店舗の新規開発経費の計上、スポーツクラブ事業における広告宣伝強化、８店舗のサウナ室

改修工事、９店舗の水垢等のクリーニングを実施した結果、売上原価及び販売費及び一般管理費は前年同四半期に

比べ増加しております。また、スポーツクラブ等の建設資金としてシンジケートローンにより資金を調達した一部

を期限前弁済したことにより、アレンジメントフィー等長期前払費用として計上していたものを一部償却したこ

と、テナントビルの一部改装に伴い固定資産を除却したことにより特別損失として85百万円計上しております。

　この結果、当第２四半期累計期間における売上高は7,361百万円（前年同四半期比12.8％増）、営業利益1,740百

万円（同12.6％増）、経常利益1,683百万円（同15.7％増）、四半期純利益915百万円（同7.4％増）となりまし

た。 

＜スポーツクラブ事業＞

　スポーツクラブ事業の当第２四半期末における店舗数は、平成25年４月に開業した「ホリデイスポーツクラブ盛

岡」、同６月に開業した「ホリデイスポーツクラブ市原五井」を含め55店舗となっております。

　前事業年度に開業した６店舗及び当第２四半期累計期間に開業した２店舗による増収効果に加え、既存47店舗に

おける会員数が増加したことにより、売上高は5,952百万円（同12.6％増）となりました。　

　

＜ホテル事業＞

　ホテル事業の当第２四半期末における店舗数は、平成25年６月に開業した「ＡＢホテル名古屋栄」、同７月に開

業した「ＡＢホテル小牧」を含め７店舗となっております。

　ホテル事業においては、インターネットを利用した宿泊者の獲得が好調であり、宿泊稼働率は新規に開業した２

店舗を含め高稼働で推移しており、売上高は694百万円（同29.3％増）となりました。　

　

＜不動産事業＞ 

　不動産事業においては、展開する賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ」等においては、高い入居率で推移しており、

また、テナントビルの入居率も高くなったことから、売上高は714百万円（同1.8％増）となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動による収入が1,404百万円、財務

活動による収入が1,198百万円あった一方、スポーツクラブ及びビジネスホテル建設等の投資活動による支出が

1,099百万円あった結果、現金及び現金同等物は以下のとおり、前年同四半期末に比べ1,503百万円増加し3,459百

万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は1,404百万円（前年同期比3.6％減）となりました。これは主に税引前四半期純利

益が1,597百万円、減価償却費が647百万円あった一方、法人税等の支払額が724百万円あったためであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,099百万円（前年同期比9.6％減）となりました。これは主にスポーツクラブ及

びビジネスホテルの新規出店による有形固定資産取得による支出が971百万円、差入保証金の支出が86百万円あっ

たためであります。

　

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は1,198百万円（前年同期比56.8％増）となりました。これは主に有形固定資産取

得に伴う資金調達として長期借入金による収入が4,500百万円、社債の発行による収入が1,683百万円あった一方、

長期借入金の返済による支出が4,208百万円、社債の償還による支出が390百万円、設備関係割賦債務の返済による

支出が251百万円、配当金の支払いによる支出が127百万円あったためであります。

　　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

　　該当事項はありません。

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しにつきましては、当第２四半期累計期間におい

て重要な変更はありません。

（６）資本の財源及び資金の流動性の分析

　当社の資金需要のうち主なものは、設備投資資金のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであ

り、営業費用の主なものは、人件費及び賃借料であります。　

　当社は現在、運転資金につきましては内部資金及び金融機関からの短期借入金及び社債の発行等により資金調達

を行っており、設備資金につきましては金融機関等からの短期借入金、長期借入金及び社債の発行並びにリース等

により資金調達をすることとしております。

　今後につきましても内部留保の充実をはかるとともに、資金調達方法の多様化に取組む方針であります。

（７）経営者の問題認識と今後の方針について

　スポーツクラブ事業においては、新プログラムの開発、地域の皆様への健康増進に寄与するサービスの提供に努

め、今後も年間６～８店舗を目標に新規開発を行ってまいります。

　ホテル事業につきましては、食事に関するサービスの更なるバリューアップ、集客経路の多様化、サービスの質

の向上により稼働率の増加を図るとともに、マーケット状況、景気動向等を総合的に勘案し年間２～３棟を目標に

新規開発を行ってまいります。

　賃貸マンション「Ａ・Ｃｉｔｙ」を主力とする不動産事業におきましては、附帯サービスの提供等新規サービス

の企画開発を行い、賃貸マンションの満室経営を目標にサービスの提供を行ってまいります。

　今後の成長戦略においては、新規開発物件の徹底した市場調査、開発コストの低減を図るとともに資金調達の多

様化を図り、継続した成長戦略を推進してまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,040,000

計 23,040,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 18,392,000 18,392,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第二部　

完全議決権株

式であり、権

利内容に何ら

限定のない当

社における標

準となる株式

であり、単元

株式数は100株

であります。

計 18,392,000 18,392,000 － －

（注）１．大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）につきましては、平成25年４月15日に上場廃止申請を行い、同

年６月１日に上場廃止となっております。

　　　２．平成25年４月15日開催の取締役会において、会社法第178条に基づく自己株式の消却を決議し、平成25年４月

26日に普通株式351株を消却いたしました。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 18,392,000 － 950,754 － 814,104
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

沓　名　俊　裕 愛知県安城市 8,961 48.72

沓　名　裕一郎（注２） 愛知県安城市 2,095 11.39

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）（注１）　
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,186 6.45

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）（注１）
東京都中央区晴海１丁目８－11 808 4.40

沓　名　一　樹（注２） 愛知県安城市　 607 3.30

菊　池　愛 愛知県安城市　 522 2.84

野村信託銀行株式会社（投信口）

（注１）　
東京都千代田区大手町２町目２－２　 381 2.07

沓　名　真裕美 愛知県安城市 333 1.81

JP MORGAN CHASE BANK 380084

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部）　

125 LONDON WALL, LONDON,EC2Y

5AJ,UNITED KINGDOM

（東京都中央区月島４丁目16-13）　

190 1.03

和　田　昌　彦 東京都中央区 161 0.88

計 － 15,248 82.91

　（注）１．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は1,170千株、日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社のうち、信託業務に係る株式数は640千株、野村信託銀行株式会社のう

ち、信託業務に係る株式数は381千株であります。

　　　　２．所有株式数には、東祥役員持株会での所有株式を含めております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　2,900 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式 18,368,400

　
183,684

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式
普通株式     20,700

 　　
－ －

発行済株式総数 18,392,000 － －

総株主の議決権 － 183,684 －

 （注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式90株が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社　東祥

愛知県安城市三河

安城町１丁目16番

地５

2,900 － 2,900 0.02

計 － 2,900 － 2,900 0.02

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社を有しておりませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,511,647 4,051,456

売掛金 34,205 53,024

営業未収入金 233,457 377,501

商品 1,260 2,381

貯蔵品 36,052 30,890

繰延税金資産 117,131 106,605

その他 204,849 201,519

貸倒引当金 △180 △180

流動資産合計 3,138,426 4,823,200

固定資産

有形固定資産

建物 25,220,032 26,396,448

減価償却累計額 △8,231,283 △8,720,166

建物（純額） 16,988,749 17,676,281

構築物 1,844,552 1,931,133

減価償却累計額 △1,181,782 △1,240,238

構築物（純額） 662,770 690,894

機械及び装置 616,576 713,993

減価償却累計額 △308,610 △340,822

機械及び装置（純額） 307,965 373,170

車両運搬具 35,062 35,062

減価償却累計額 △24,195 △26,364

車両運搬具（純額） 10,866 8,697

工具、器具及び備品 660,720 709,193

減価償却累計額 △527,757 △556,916

工具、器具及び備品（純額） 132,962 152,277

土地 3,272,370 3,410,503

リース資産 741,657 887,573

減価償却累計額 △182,220 △214,502

リース資産（純額） 559,436 673,070

建設仮勘定 1,165,278 958,536

有形固定資産合計 23,100,399 23,943,432

無形固定資産 35,752 34,031

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,495,685 1,559,294

繰延税金資産 446,815 465,591

その他 641,164 579,038

貸倒引当金 △17,388 △17,447

投資その他の資産合計 2,566,276 2,586,476

固定資産合計 25,702,429 26,563,941

繰延資産

株式交付費 3,956 3,278

社債発行費 29,906 38,618

繰延資産合計 33,863 41,897

EDINET提出書類

株式会社　東　祥(E04018)

四半期報告書

10/19



資産合計 28,874,719 31,429,039
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,780 9,975

短期借入金 610,000 634,000

1年内償還予定の社債 780,000 735,200

1年内返済予定の長期借入金 2,888,186 2,792,323

リース債務 48,357 52,724

未払法人税等 752,501 719,250

その他 1,638,982 1,646,864

流動負債合計 6,720,808 6,590,338

固定負債

社債 1,260,000 2,614,800

長期借入金 7,501,756 7,889,340

リース債務 534,232 645,459

役員退職慰労引当金 836,760 862,500

資産除去債務 171,825 208,664

その他 1,163,161 1,146,555

固定負債合計 11,467,736 13,367,319

負債合計 18,188,545 19,957,658

純資産の部

株主資本

資本金 950,754 950,754

資本剰余金 814,104 814,104

利益剰余金 8,923,104 9,709,234

自己株式 △1,789 △2,711

株主資本合計 10,686,174 11,471,380

純資産合計 10,686,174 11,471,380

負債純資産合計 28,874,719 31,429,039
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 6,525,338 7,361,927

売上原価 4,379,181 4,920,585

売上総利益 2,146,156 2,441,342

販売費及び一般管理費

役員報酬 138,465 143,850

給料 70,540 84,694

支払手数料 86,237 96,371

その他 304,663 375,561

販売費及び一般管理費合計 599,906 700,477

営業利益 1,546,249 1,740,865

営業外収益

受取利息及び配当金 2,356 2,851

受取手数料 58,809 70,674

雑収入 17,972 9,583

営業外収益合計 79,138 83,110

営業外費用

支払利息 137,520 115,890

雑損失 32,644 24,836

営業外費用合計 170,165 140,726

経常利益 1,455,222 1,683,249

特別利益

固定資産売却益 2,698 －

新株予約権戻入益 868 －

特別利益合計 3,567 －

特別損失

固定資産除却損 4,224 15,589

減損損失 24,986 －

シンジケートローン手数料 － 69,806

特別損失合計 29,210 85,395

税引前四半期純利益 1,429,579 1,597,853

法人税、住民税及び事業税 604,740 690,992

法人税等調整額 △27,451 △8,249

法人税等合計 577,289 682,742

四半期純利益 852,290 915,110
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,429,579 1,597,853

減価償却費 624,094 647,446

その他の特別損益（△は益） △868 69,806

減損損失 24,986 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 68

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,420 25,740

受取利息及び受取配当金 △2,356 △2,851

支払利息 137,520 115,890

社債発行費償却 6,497 7,557

株式交付費償却 1,047 678

有形固定資産売却損益（△は益） △2,698 －

有形固定資産除却損 4,224 15,589

売上債権の増減額（△は増加） △212,198 △162,862

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,146 4,040

仕入債務の増減額（△は減少） 5,976 7,195

未払又は未収消費税等の増減額 15,305 △83,817

その他の資産の増減額（△は増加） 27,170 15,848

その他の負債の増減額（△は減少） 145,077 630

小計 2,215,640 2,258,812

利息及び配当金の受取額 147 777

利息の支払額 △138,676 △130,117

法人税等の支払額 △620,109 △724,622

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,457,002 1,404,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △336,000 △36,000

有形固定資産の取得による支出 △794,336 △971,372

有形固定資産の売却による収入 4,761 －

差入保証金の差入による支出 △82,489 △86,176

その他 △8,253 △6,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,216,316 △1,099,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 352,000 24,000

長期借入れによる収入 1,852,300 4,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,546,402 △4,208,279

社債の発行による収入 792,339 1,683,730

社債の償還による支出 △310,000 △390,000

自己株式の取得による支出 △31 △1,174

配当金の支払額 △105,365 △127,961

設備関係割賦債務の返済による支出 △246,931 △251,470

リース債務の返済による支出 △23,651 △30,322

財務活動によるキャッシュ・フロー 764,256 1,198,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,004,942 1,503,757

現金及び現金同等物の期首残高 1,642,752 1,955,509

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,647,694 ※ 3,459,267
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金 3,167,832千円 4,051,456千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △520,137 △592,189

現金及び現金同等物 2,647,694 3,459,267

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

配当に関する事項

　　　　　 （１）配当金支払額　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当原資　

平成24年６月20日

定時株主総会
普通株式 105,542 6.0 平成24年３月31日 平成24年６月21日 利益剰余金　

　

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

　　 となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当原資　

平成24年10月９日

取締役会
普通株式 123,132 7.0 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金　

　　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

配当に関する事項

　　　　　 （１）配当金支払額　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当原資　

平成25年６月18日

定時株主総会
普通株式 128,729 7.0 平成25年３月31日 平成25年６月19日 利益剰余金　

　

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

　　 となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当原資　

平成25年10月14日

取締役会
普通株式 147,112 8.0 平成25年９月30日 平成25年12月11日 利益剰余金　

　　

（金融商品関係）

　四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比べて著しい変動がないため、記載を省略しており

ます。　

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度末に比べ著しい変動がないため記載を省略して

おります。

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
損益計算書
計上額
（注２）

スポーツクラ
ブ事業

ホテル事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 5,286,341 536,912 702,084 6,525,338 － 6,525,338

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

　　　　　 計 5,286,341 536,912 702,084 6,525,338 － 6,525,338

セグメント利益 1,319,601 155,899 320,438 1,795,939 △249,690 1,546,249

（注）１．セグメント利益の調整額△249,690千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

　　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「不動産事業」セグメントにおいて、愛知県安城市に所在する物件を売却する予定となったため、当該

物件に係る固定資産の帳簿価額を売却予定価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しておりま

す。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期累計期間においては、24,986千円であります。

　　　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期
損益計算書
計上額
（注２）

スポーツクラ
ブ事業

ホテル事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 5,952,772 694,196 714,958 7,361,927 － 7,361,927

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － －

　　　　　 計 5,952,772 694,196 714,958 7,361,927 － 7,361,927

セグメント利益 1,515,131 146,468 350,166 2,011,766 △270,901 1,740,865

（注）１．セグメント利益の調整額△270,901千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

　　　　　全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　　　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 48円45銭 49円76銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 852,290 915,110

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 852,290 915,110

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,590 18,389

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

 

２【その他】

　　平成25年10月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　　（１）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・147,112千円 

     （２）１株当たりの金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・８円

　　　（３）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・平成25年12月11日　

　　　　（注）平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２５年１１月５日

株式会社東祥

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴　木　賢　次　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 近　藤　繁　紀　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東祥の

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第36期事業年度の第２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25年９

月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東祥の平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期

財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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